
令和 6年度 佐世保市立三川内中学校 生活心得 

 

 学校は、様々な考えを持つ人たちとの集団生活を通して社会性を学ぶ場所です。集団生活の秩序を保ち、お互

いの個性を尊重し、全員が安心して楽しく生活できる学校にするためには、一定のルールが必要だと思います。

そのルールの中で、それぞれが時間や場所や状況に応じて、「自分で判断し、選択する」ことが社会性の向上に

つながり、ひいては本校の目指す生徒像『自ら考え、決定し、行動する生徒』 につながります。 

このような考えを皆さんが持ち、お互いを尊重し全員が楽しく生活できる三川内中学校をめざしましょう。 

 

登
下
校 

（１）交通規則を守り、安全な通学路を選んでください。 
（２）遅刻や欠席等の場合は、８時までに電話または学びポケットで保護者に連絡してもらってくださ
い。 
（３）登校は、８時10分までに教室に入り、８時１５分に着席してください。 
（４）休日の部活動参加のための自転車通学は許可しています。ただし、ヘルメットを着用し、点検を
受けた自転車を使用してください。 
（５）下校時の服装は、制服、体操服、ジャージまたは部でそろえた練習着を着用してください。 
（６）車での送迎が必要な場合は、支所前の駐車場を利用します。ケガや病気等の場合は、学校ま
での送迎を許可しています。 

服
装
等 

季節や場面などを考えた適切な服装と身だしなみを自分で考えよう。 
衣替え期間は定めません。気候や体調に応じて、自分で選んでください。ただし、儀式的行事等の場
合に指定することがあります。 
（１）制服 
〇本校で定めた標準服とし、白カッターシャツまたは白ブラウスを着用してください。 
〇スカートの長さは、膝が隠れる程度としてください。 
〇ベルトは無地のもので、黒・紺・茶から選んで着用してください。 
〇名札は本校指定のものを左胸に着用してください。 

（２）下着 
〇白・黒・紺・グレーの無地から選んで着用してください。 

（３）靴下 
〇白・黒・紺・グレーの単色（ワンポイント可）で、靴から見える長さのものを着用してください。 

（４）はきもの 
〇通学靴は、白または黒を基調にしたものとし、体育や部活動などに適したローカットタイプのも
のを着用してください。（なお、雨天時は長靴を使用してかまいません） 
〇上履き、体育館シューズは本校指定のものを着用してください。 

（５）防寒着 
〇手袋、マフラー、ネックウォーマーは登下校時のみ着用できます。 
〇授業中、膝掛けを使用できます。 
〇セーター・カーディガン・トレーナーは、上着からはみ出さないように着用してください。 
〇タイツやストッキング等は、黒・紺・グレー・ベージュの単色無地を選び着用してください。 
〇コート等は、白・黒・紺・茶・グレーを基調とし、ファー等の装飾品がついてないものや部活動で
統一している防寒着とし、各自のロッカーやリュックに入れて管理できるものを選び着用してく
ださい。 

髪
型
等 

学習活動に支障がなく、衛生的で清潔感のある活動しやすい髪型を自分で考えよう。 

（１）極端なもの、ファッション性の高い髪型はやめてください。 

（２）前髪は目にかからず、顔がはっきりと見えるようにしてください。 

（３）横髪や後ろ髪が肩にかかる場合は、ゴム（黒・紺・茶）やピン（黒・紺・茶）で束ねたり、留めたり

してください。 

（４）整髪料の使用や脱色、染色、パーマなどは認めていません。 

（５）眉をそったり、抜いたり、カットしたりせずに自然な状態を保ってください。 



そ
の
他 

（１）持ち物には記名をしてください。 

（２）スマホ、金銭、飲食物、遊具など、学校生活に必要のないものの持ち込みは許可していません。 

（３）通学バッグは手がふさがらないリュックタイプを使用してください。 

（４）使い捨てカイロの使用後は必ず持ち帰ってください。 

（５）はさみやカッターナイフ等の危険物の持ち込みは許可していません。 

（６）リップクリーム、ハンドクリーム、日焼け止め、制汗シートを使用する場合は、無色・無香料として

ください。 

※上記の心得を守ることで、生きづらさを感じたり、いじめや嫌がらせに遭うなど、学校生活に影響が出る場合は 

学校及び生徒会に相談してください。 

※この校則のもと、気になることや問題が生じた場合は、その都度生徒会と教職員で協議し、随時見直しをして

いくこととします。 

※校外の生活についてのルールは定めておりません。本人、保護者の責任のもと、判断し行動してください。なお、 

校外で起きたトラブルや問題行動について、学校では一切対応しません。 


